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ふくしまの子どもたちの笑顔と未来のために
～子どもたちがふるさとふくしまに誇りを持つこと、それが私たちの願いです～

放射線医学県民健康管理センターは、甲状腺検査や健診を通じて
県民の皆様の健康を長きにわたり見守ってまいります。

Ｑ＆ＡＱ＆Ａ
甲状腺検査甲状腺検査

　次回の検査は26年度以降になり
ます。甲状腺検査は20歳までは2年
に1回、それ以降は5年に1回、生涯
にわたって健康を見守ります。

Ｑ1 次回の検査は
いつ頃ですか ?

　検査を受けることができま
す。その場合は事前に県民健康
管理センターまでご連絡と同意
書を送っていただく必要があり
ます。
　検査日程の詳細は同封の検査ス
ケジュール及び県民健康管理セン
ターのHPをご確認ください。

Ｑ2 自分の市町村が終わってしまったら
検査を受けられないのですか ?

　福島県外において県民健康管理調査に係る甲状腺検査
を受診することが可能となりました。福島県外における
検査に関しては、平成23年度検査実施済市町村のうち、
県外避難者等（平成23年度検査未実施者）の方に、県外
検査のお知らせを順次お送りしております。

Ｑ3 県外でも検査は
受けられますか ?

　検査結果につきましては、複数の専門医が慎重に判
定し、確定しております。
　5.0㎜以下の結節や20.0㎜以下の嚢胞のようなA2
判定となる内容であっても、医師が二次検査の必要性
があると判断した場合、判定をB判定とし、二次検査
のご案内をしておりますので、A2判定という結果で
あれば、二次検査の必要はないとご理解ください。

Ｑ4 A2の検査結果が
届いたが二次検査の
必要はありますか ?

　二次検査の内容ですが、詳細な超音波検査、尿検
査、血液検査を行います。また必要に応じて穿刺吸
引細胞診を行います。
　二次検査は一次検査の受診日の早かった順から実施
しております。二次検査は月曜日と木曜日に行ってい
ます。日程が決まり次第お知らせをお送りします。

Ｑ5 二次検査って
どのような検査ですか ?

　住所の変更がありました
ら同封の住所変更届に新し
い住所を記載し、福島県立
医科大学へ送付していただ
くか、コールセンターにお
電話ください。

Ｑ6 住所を変更したら
どうすればよいですか ?

http://fukushima-mimamori.jp/

検 索放射線医学県民健康管理センター

福島県立医科大学
器官制御外科学講座教授
放射線医学県民健康管理センター
甲状腺検査部門長
鈴木眞一

クリック

検査実施総数 80,174 人
判定結果 判定内容 人数（人） 割合（％）

A 判定

（A1） 結節や嚢胞を
認めなかったもの 48,171 人 60.1％

99.5％
（A2）

5.0mm 以下の結節や
20.0mm 以下の
嚢胞を認めたもの

31,578 人 39.4％

B 判定
5.1mm 以上の結節や
20.1mm 以上の
嚢胞を認めたもの

425 人 0.5％

C 判定
甲状腺の状態等から
判断して、直ちに
二次検査を要するもの

0 人 0.0％

（参考）
判定結果 人数（人） 割合（％） 計

結節を
認めたもの

5.1mm
以上 416 人 0.52％

770 人
（1.0％）5.0mm

以下 354 人 0.44％

嚢胞を
認めたもの

20.1mm
以上 4 人 0.005％

31,522 人
（35.1％）20.0mm

以下 31,518 人 39.31％

※結節、嚢胞両方の所見に該当しているケースも存在

〔判定結果の説明〕
・A1、A2 判定は次回（平成 26 年度以降）の検査まで経過観察
・B、C 判定は二次検査（二次検査対象者に対しては、二次検査日時、場所を改めて通知して実施）
※ A2 の判定内容であっても、甲状腺の状態等から二次検査を要すると判断した方については、B 判定としています。

平成 24 年 8 月 24 日までに一次検査を受診した方は 80,174 名でした。
その結果は次の表のとおりです。B 判定という判定を受けた方については、二次検査のお知らせを順次発送しております。

甲状腺検査の結果概要（平成 24年 8月 24日現在）

昨年 3 月11日の東日本大震災に引き続いての東京電力福
島第一原子力発電所の事故によって、大気中に放射性物質が
放出され、私たちは今までにない放射線による健康への影響
に関して、様々な配慮を余儀なくされています。このような状
況下で、福島県民の健康を長きにわたり見守る事業として「県
民健康管理調査」が開始されました。

個人の外部被ばく線量を知ってもらうための「基本調
査」の他に４つの詳細調査があり、その中の一つに「甲状
腺検査」があります。過去に広島と長崎に原子爆弾が投
下されたときに、当時２０歳未満であった人たちに、後で
がんになる人が多く見つかり、その中には甲状腺がんが多
く含まれていました。また、チェルノブイリの原発事故で
も、やはり当時乳幼児であった人たちに最短４年後から２６
年を経た現在まで甲状腺がん発症の増加が認められてい
ます。前者は外部被ばく、後者は汚染されたミルクが制限
されずに約１ヶ月も流通したことによる乳幼児の内部被ば
くが原因とされ、いずれも100 ミリシーベルトを超えた線
量の増加に比例して甲状腺がんの増加が認められました。 
福島の原発事故では、広島 ･ 長崎の原爆のような高い線量の
外部被ばくが認められた人もいませんし、チェルノブイリのよ
うな高い線量の内部被ばくを受けた人もいないようです。

それではなぜ、今回の様な甲状腺検査が必要なのでしょ
うか？

現在の状況からは、放射線の影響による健康被害は何も起
こらない可能性が高いとは思われますが、粛々と検査をしな
がら何も起こらないこと確認して、検査の対象となっている子
どもたちやその保護者の皆様に安心していただき、また万が
一の場合にも対応できる体制のもとで見守りを行うためのも
のです。ただし、今まで子どもさんには行われていなかった
超音波検査を行うと、今までは大人になってから見つかって
いたような甲状腺の腫

しゅよう
瘍まで子どものうちに見つかる可能性

があります。また、事故前から出来ていたと思われる腫
しゅよう

瘍等
が見つかる可能性もあます。今回の検査は子どもさんの現在
の甲状腺の状態を把握していただくとともに、決して起こらな

いとは思いますが、チェルノブイリでも事故後最短 4 年後か
ら増加をした甲状腺がんがないことを確認していく最初のス
テップです。

今回の検査は甲状腺に結
けっせつ

節（しこり）が無いかをスクリー
ニングして、ある程度の大きさの結

けっせつ
節が確認された人に二次

検査 ( 精密検査 ) を実施するためのものです。一次検査の判
定では、嚢

のうほう
胞と結

けっせつ
節の有無を確認しますが、前者は袋に液体

が溜まる変化で、後者は充実部分というかたまりを持っている
もので、いわゆる腫

しゅよう
瘍にあたります。嚢

のうほう
胞の多くは腫

しゅよう
瘍とま

では言えないものです。嚢
のうほう

胞のうちでも、がんが発生する可
能性のあるかたまりを一部にでも伴っているものは、この検
査では全て結

けっせつ
節に分類しています。つまり、今回の検査結果

の判定の嚢
のうほう

胞というのは明らかに良性のものばかりです。し
たがって、一次検査で A 判定 (A 判定には A1と A2 が含まれ
ます。)の方は二次検査で詳しい検査をする必要はありません。
ですから、必ず次回２年後の検査を受診していただき、これ
からも長きにわたって子どもさんの甲状腺に変化がないこと
を確認していただくことが大切です。

また、A2 判定とは、５ミリ以下の結
けっせつ

節と２０ミリ以下の
嚢
のうほう

胞が認められたものですが、５ミリ以下の結
けっせつ

節も全例を学
内の専門医からなる判定委員会において再検討しており、ほ
とんどが嚢

のうほう
胞と区別がつかないようなもので、このようなも

のは大きくなるまでに相当の時間がかかりますので２年後の
検査でも十分に対応できるものです。しかし、５ミリ以下の
結
けっせつ

節しか認められなかった方に対しても、２年後まで全く対
応しないというにはやや不安を感じる場合には、あえて B 判
定として二次検査をご案内しております。B 判定でも結節は
５.１ミリからですが、多くは１０ミリまでのもので穿

せん
刺
し

吸
きゅういん

引
細
さいぼう

胞診
しん

さえせずに経過観察できるものが多く含まれています。

また、多くの方が A2 と判定されていますが、今回の検査
が１ミリ程度の嚢

のうほう
胞まで計測しているためのものであり、A ２

判定は病的異常所見とは言えないような程度のものです。
今までは症状が出ないと検査しなかった甲状腺について、

結
けっせつ

節や嚢
のうほう

胞があると判定されると不安に思われるかもしれま
せんが、福島の子どもたちを高い精度で長きにわたり見守り
続けていく中で、A１や A2 等の判定を皆様自身の甲状腺の
特徴の一つとしてご理解いただき、次回、次々回と継続して
検査を受けていただくようお願いいたします。

このような「甲状腺通信」を皆様にお送りすることで、少
しでも皆様に甲状腺検査についてご理解いただければ幸いで
す。皆様に少しでも安心していただくためどうか長きにわたり
お付き合いいただく皆様の健康を長きにわたり見守ってまい
ります。県民健康管理センターのスタッフにも温かい目で接し
ていただきますようお願い申し上げます。
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瘍等
が見つかる可能性もあます。今回の検査は子どもさんの現在
の甲状腺の状態を把握していただくとともに、決して起こらな

いとは思いますが、チェルノブイリでも事故後最短 4 年後か
ら増加をした甲状腺がんがないことを確認していく最初のス
テップです。

今回の検査は甲状腺に結
けっせつ

節（しこり）が無いかをスクリー
ニングして、ある程度の大きさの結

けっせつ
節が確認された人に二次

検査 ( 精密検査 ) を実施するためのものです。一次検査の判
定では、嚢

のうほう
胞と結

けっせつ
節の有無を確認しますが、前者は袋に液体

が溜まる変化で、後者は充実部分というかたまりを持っている
もので、いわゆる腫

しゅよう
瘍にあたります。嚢

のうほう
胞の多くは腫

しゅよう
瘍とま

では言えないものです。嚢
のうほう

胞のうちでも、がんが発生する可
能性のあるかたまりを一部にでも伴っているものは、この検
査では全て結

けっせつ
節に分類しています。つまり、今回の検査結果

の判定の嚢
のうほう

胞というのは明らかに良性のものばかりです。し
たがって、一次検査で A 判定 (A 判定には A1と A2 が含まれ
ます。)の方は二次検査で詳しい検査をする必要はありません。
ですから、必ず次回２年後の検査を受診していただき、これ
からも長きにわたって子どもさんの甲状腺に変化がないこと
を確認していただくことが大切です。

また、A2 判定とは、５ミリ以下の結
けっせつ

節と２０ミリ以下の
嚢
のうほう

胞が認められたものですが、５ミリ以下の結
けっせつ

節も全例を学
内の専門医からなる判定委員会において再検討しており、ほ
とんどが嚢

のうほう
胞と区別がつかないようなもので、このようなも

のは大きくなるまでに相当の時間がかかりますので２年後の
検査でも十分に対応できるものです。しかし、５ミリ以下の
結
けっせつ

節しか認められなかった方に対しても、２年後まで全く対
応しないというにはやや不安を感じる場合には、あえて B 判
定として二次検査をご案内しております。B 判定でも結節は
５.１ミリからですが、多くは１０ミリまでのもので穿

せん
刺
し

吸
きゅういん

引
細
さいぼう

胞診
しん

さえせずに経過観察できるものが多く含まれています。

また、多くの方が A2 と判定されていますが、今回の検査
が１ミリ程度の嚢

のうほう
胞まで計測しているためのものであり、A ２

判定は病的異常所見とは言えないような程度のものです。
今までは症状が出ないと検査しなかった甲状腺について、

結
けっせつ

節や嚢
のうほう

胞があると判定されると不安に思われるかもしれま
せんが、福島の子どもたちを高い精度で長きにわたり見守り
続けていく中で、A１や A2 等の判定を皆様自身の甲状腺の
特徴の一つとしてご理解いただき、次回、次々回と継続して
検査を受けていただくようお願いいたします。

このような「甲状腺通信」を皆様にお送りすることで、少
しでも皆様に甲状腺検査についてご理解いただければ幸いで
す。皆様に少しでも安心していただくためどうか長きにわたり
お付き合いいただく皆様の健康を長きにわたり見守ってまい
ります。県民健康管理センターのスタッフにも温かい目で接し
ていただきますようお願い申し上げます。



福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター
TEL024-549-5130（土日祝日を除く 9：00～17：00）
メール：kenkan@fmu.ac.jp

ご質問
お問い合せ等は
こちらまで

ヨード（ヨウ素）

甲 状 腺

甲状腺ホルモン

のど仏

甲状腺軟骨

甲状腺気管

　私たち県民健康管理センターが検査を実施している甲状腺とは
どんなものなのでしょうか。甲状腺は内分泌腺のひとつで、内分
泌腺とはホルモンを生成し分泌するという重要な役割を持っている
器官です。のどぼとけの下に位置しており、その形状は蝶が羽を
広げたような形状をしています。
　甲状腺で生成され分泌されるホルモンは、甲状腺ホルモンと呼
ばれ、新陳代謝を促す作用があります。
　甲状腺ホルモンは、海藻類に多く含まれているヨウ素（ヨード）
を主な材料として生成されます。

甲状腺のはたらきもりりん
の解説

放射線医学県民健康管理センター

公立大学法人
福島県立医科大学

ーCONTENTS ー
•ごあいさつ
•よく分かる解説「甲状腺のはたらき」
•甲状腺検査Ｑ＆Ａ
•甲状腺なるほどマンガ
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